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特殊詐欺による被害を防ぐため

通話録音装置を無料で貸し出します

録音する旨のアナウンスを流して、自動的に通
話を録音します。犯罪グループなどは証拠を残
すことを避けるため、被害防止が期待できます。
　また、万が一の時は、緊急ボタンで、あらか
じめ登録した４カ所の連絡先に自動で通報でき
ます。
■対象　 65 歳以上の高齢者世帯（日中高齢者

のみとなる世帯を含む）、過去に特殊
詐欺被害に遭ったことがある人

■貸出期間　６カ月（更新可能）
■費用　 装置の貸出料・取付費用は無料。電話

回線使用料および通話料、装置の維持
管理に関する費用（故障や紛失した場
合を含む）は全額自己負担。

問 消費生活センター ☎ 30-0258

よつぎ小学校との都市農村交流事業

子どもたちの受け入れ家庭を募集
　東京都葛飾区立よつぎ小学校との都市農村交
流は、地域の皆さんの協力により今年で 39 年
目を迎えます。児童の受け入れを通じて交流を
深めてみませんか。
■募集要件　
①市内在住の世帯である
②自宅での宿泊を提供できる（児童２～３人）
③自家用車で送迎できる
④ 簡単な農業体験を提供できる（近隣農家に依

頼する場合は、宿泊提供のみでも可。応募の
際にお知らせください）

■期間　８月 17 日㊍～ 19 日㊏朝まで（２泊）
■児童数　１世帯につき児童２～３人（予定）
■謝礼　児童１人につき５千円
■募集期間　７月 17 日㊊まで
問  鹿角市都市農村交流事業実行委員会事務局

（産業活力課） ☎ 30-0248　FAX30-1515

　オレオレ詐欺や還
付金詐欺などの特殊
詐 欺 被 害 防 止 の た
め、通話録音装置を
貸し出します。
　この装置は、発信
者に対し会話内容を

休日でも申請・受け取りが可能

マイナンバーカードを作ろう

　休日にマイナンバーカードの申請手続きと受
け取りができます。ぜひご利用ください。
申請窓口
■日にち　７月 22 日㊏
■時間　９時 30 分～ 12 時 30 分
■場所　花輪市民センター 創作室（コモッセ内）
■必要なもの　・本人確認書類２点
　　　　　　　・通知カード他
受取窓口
■日にち　７月８日㊏、30 日㊐
■時間　９時～ 11 時 30 分
■場所　市役所 市民課 マイナンバー窓口
■必要なもの　・交付通知書（はがき）他
　・本人確認書類２点　・通知カード他
※いずれもマイナポイントの申し込み支援はできません。
問 市民課 戸籍年金班 ☎ 30-0212

新型コロナウイルス感染症は 5 類になりました

基本的な感染対策をしましょう

8 年ごとに交換が必要です

水道メーターの交換を行います
　市の水道を利用している住宅には、水道メー
ターが設置されています。水道メーターは８年
ごとの交換が義務付けられており、この交換作
業を７月から１月にかけて行います。対象者に
は事前にお知らせし、後日施工業者がメーター
交換に伺いますので、ご協力をお願いします。
※ このメーター交換に伴う費用負担は、ありま

せん。
問 上下水道課 上下水道班 ☎ 30-0270

住民税非課税世帯を支援

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金

　電力・ガス・食料品などの価格高騰の影響が、
特に家計に対して大きい世帯を支援します。
■支給対象世帯　
① 住民税均等割非課税世帯
　 令和５年６月１日時点で本市に住民登録があ

り、世帯全員の令和５年度の住民税均等割が
非課税である世帯（生活保護世帯を含む）

② 家計急変世帯　
　 住民税課税世帯であるが、予期せず令和５年

１月から申請月の前月までの家計が減収し、
世帯員全員が住民税均等割非課税世帯と同様
の状態にあると認められる世帯。

※ ただし、①②とも住民税が課税されている人
の扶養親族などのみからなる世帯（青色事業
専従者および事業専従者含む）を除きます。

■支給額　１世帯当たり 30,000 円
■支給方法
①住民税均等割非課税世帯
　 市から７月３日付けで確認書を送付します。

必要事項を記入のうえ返信用封筒で郵送して
ください。

②家計急変世帯
　 要件に該当すると思われる人は、下記までお

問い合わせください。
※ 世帯員に未申告者（18 歳以上）がいる場合や、

令和 5 年 1 月 2 日以降に複数回転入・転出
した人がいる場合は、確認書は送付されませ
んのでご連絡ください。

■申請期限　10 月 31 日㊋
問 福祉総務課 地域福祉班 ☎ 30-0238

事前調査にご協力を

特定計量器定期検査

　取引や証明に使う「はかり」などは、２年に
１度の検査が義務付けられています。忘れずに
受検しましょう。
■検査日程　９月 14 日㊍、15 日㊎
■検査会場　交流センター
■検査対象　 取引および証明に使用している質

量計（はかり、おもり、分銅など）
■対象となる商売等　
　 ①食品小売業、②野菜・果物等の直売所（直

売所に出荷する際に使用するはかりも含む）、
③市日出店者、④病院、⑤薬局、⑥学校、⑦
幼稚園、⑧運送業など　

※ 定期検査の詳細は、広報かづの９月号でお知
らせします。

※ 前回（令和３年度）の定期検査を受検した人
には、事前調査のお知らせを送付しますので、
必要事項を記入の上、７月 28 日㊎までに返
信してください。また、はかりを使用して新
たに商売などを始めた人は、産業活力課まで
お知らせください。

問 産業活力課 商工振興班 ☎ 30-0250

鹿角産農畜産物販売イベントを開催

「かづの旬食フェスタ」出店希望団体募集
　鹿角産の農畜産物を PR する「かづの旬食
フェスタ」開催にあたり、出店を希望する団体
向けの説明会を行います。
かづの旬食フェスタ
■日にち・場所
　９月３日㊐・道の駅おおゆ
　９月 10 日㊐・道の駅かづの
出店希望団体説明会
■日時　７月７日㊎ 13 時 30 分～
■場所　山村開発センター ホール
■対象者　 鹿角産農畜産物（加工品含む）を販

売する個人・団体
■出店申込方法　
　 説明会で配布される応募用紙（ホームページ

からもダウンロード可）に記入の上、農業振
興課構造改革推進班に提出してください。

■申込締切　７月 21 日㊎
問 かづの旬食フェスタ 実行委員会事務局
　 農業振興課  構造改革推進班 ☎ 30-0274

　5 月 8 日から、季節性インフルエンザ等感染
症と同様の扱いになりました。感染対策は、個
人・事業者の判断が基本となりましたが、これ
からも日常的に感染対策を行うことが有効です。
引き続き、感染対策へのご協力をお願いします。
■発熱などの症状がある場合　
　 症状がつらいときは、身近な医療機関へ電話

で連絡してから受診しましょう。基礎疾患な
どがなく、症状が軽い場合は薬局などで検査
キットを購入して検査してみましょう。

※ あらかじめ、検査キットや解熱剤などの常備
薬を準備しておきましょう。

■感染した場合の外出を控える推奨期間
　 症状が現れた日から５日間、かつ症状軽快後

24 時間が経過するまでです。
※ 発症後 10 日間経過するまでマスクを着用し、

重症化リスクがある人への接触を控えましょう。
■電話相談窓口について
　 受診相談や陽性判明後の相談は、秋田県の総

合相談窓口で、24 時間受け付けています。
・８時から 17 時まで ☎ 018-895-9176
・17 時から翌 8 時まで ☎ 018-866-7050
問新型コロナウイルス感染症対策室
　☎ 22-6321
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